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ばな張 E「銀ら帝 考 券 日 か の 題 に よ
、りせ長行れ 園 日 察 制 本 i二範に我つ普
日有ら員のる銀本 -f皮銀よ図上回 τ;且
本卦れ邑傍所行銀試特行 hに つ ωい 銀
銀言、 m 統 でに行むら制研止文中よ tr.-
石る博E4的あ採りる舜度究む来央い型
の 意 士 1桶る つ予言必撃の方ぺて銀よ皮
現 見 の 型l'度。吋毎要空改法きゐ行具の
行 ご 見 乞 1Z而ゐ曹が轡草がかるた瞳改
先な角f( 日るしる備ゐ制正異夏。る化正
経つは本三て事じる度云らに日日しは
筆 、銀分山は 開 。 に j， trど本本 τ含，
f福ゐ一行の崎 、 す 就 以 る の 銀 銭 来摂
制る部に一博山る - き上を寝行行 t"C制
度 02)の 輪 準 土時相 少は得度市11のが度
を果人入備は博度 〈日な l二度制、調
考 !のす法 j士示 吉本い及 CJ)度こ査
究 主 間 ぺ ( 濁の範 も銀が Iri!fc改れ曾

、す 1 に L 口説明を 一行 す 草 草 芭 の

E T時五暗号霊密議T13品Er
古 制 か 苦 換 に の会る 帝るめにあ十銭を り嘗
間度 z半事しで種事需 闘 1tつ ご る日行分ーれつ
接 を云高高てあ善が議 銀君主党云。 ω法柁概ぱ τ
制直ム鍋お賞 る 備 必 議 行害。ふ霊新にねになも
限接事皮現際が揃要行=吉備新の聾銀よ1;1:濁ら
伽l制 l:.-..貨に、麗で君i= ~t 耐銀は票行るな逸な調
度 限 な 百 聞 は ζ (め た 極 度 行 、 借 法 漏 ら 帝 い 逸
( 制 る 忌 趨 鈴ωきるる 子 を 法 奮 割 tこ逸ぬ園の宮
再度 o~τb 制fi'。以 る採に銀度よ帝。銀で明;EUし 温度仁上 必用 J 行ヒ唯一行あ録

広 τ用は宮のは 要 せ る 法 就 濁 銀 入 古 る 行55ji巾 i極jがる濁にて逸行七云。:当 丹 、 見念 E端 ゐに逸よ我帝 Z五つ
同 忠 宏 如 な 上宮な免 る際帝るが周一年 τ z 

E F官自何い 成 主 る 張 。し岡濁日銀九三も 制
官 守 白 色 な の主 ZL場 輩 、銀逸本行二月、 度
思明主をるで I を合備 新行帝銀正四十二 を
E見交採締ゐ得考ピの 替が闘行が年四つ 一
言 g.t昼間嶺る るへし存 爾 新 銀 がこ入日の 瞥
tL E藷干 Q) 0 の得 τ在 濁 7乙行皐れ月の場 L 
E邑 漏 る ー 究 み る は す 逸 な で ん で 三 奮 合 な
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!比ν

四
O 

雑

銀

描
趨
帝
国
銀
行
自
費
券
制
度

に
R
T
つ

τゐ
る

c
Z接
制
限
制
度
正
云
ふ
ゅ
は
一
名
英
券
を
盛
行
す
る
事
が
出
来
る
。
但
L
二
月
、

図
制
度
正
務
し
、
一
定
金
額
だ
げ
は
無
準
備
に
て
A
m
換

六

月

、

九

月

及

び

十

二

月

の

末

日

{
O
Z
音
za

券
叫
品
質
行
を
許
す
が
、
こ
の
制
度
を
超
ゆ
る
時
に
は
必
一
=
自
民
何
回

)
(
g
q
r
f
r
E
Z
E山
口
町
)
に
は
鉱
山

主
同
額
の
金
銀
を
以
て
党
換
準
備
に
ゐ
て
ね
ば
な
ら
ぬ
一
準
備
内
容
一
行
額
を
七
億
五
千
麻
に
繍
一
旋
す
る

ピ
一
再
ふ
の
で
あ
る
。
間
接
制
限
制
度

ω方
は

、

第

一

の

一

事

が

出

来

る

。

直
接
制
限
制
度
正
田
町
ι

り
、
正
貨
以
外
の
方
法
に
よ
ム
ツ
間
一
第
三
、
第
二
の
制
限
以
上
に
銀
行
宇
佐
帯
耐
震
す
る
時

接
に
銀
行
券
の
品
目
行
を
制
限
せ
ん
ざ
す
る
の
で
ゐ
る
。
一
に
は
、
其
超
過
額
に
脅
し
年
五
%
の
俊
行
税

或
は
先
換
券
袋
行
高
の
最
高
限
を
定
む
る
が
如
き
、
或
一

(H40530与
を
納
付
す
る
を
要
す
。

は
党
換
券
俊
一
行
高
正
正
貨
準
備
正
の
割
合
を
定
む
る
が
一
第
一
は
一
一
一
分

ω
一
準
備
法
(
ロ

5
E
2
5悶
)
の
大

如
語
、
践
は
一
定
限
度
以
上
の
金
額
一
又
は
割
合
の
脇
田
行
一
原
則
金
定
め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
・
こ
れ
は
絶
齢
的
保

JTtし
畿
行
税
を
課
す
る
が
如
き
・
凡

τ正
貨
以
外
一
件
で
あ
る
。
第
一
の
比
例
準
備
訟
の
僚
件
の
許
す
範
閤

q
も
吃
に
よ
h
間
接
に
銀
行
努
の
後
行
を
制
限
せ
ん
Z
一
内
に
於
て
・

7
5
5
の
所
調
伸
縮
的
制
限
恥

{30何一-』

す

る

の

で

あ

る

。

↑

ー問団一
n

ロE
Z
F任
。
品
)
郎
も
第
一
一
、
第
三
の
方
法
を
行
ふ

用
時
川
崎
町
同
日
院
副
抗
日
時
間
間
取
間
一

mutr日
制
球
刊
誌
持
吋
四
時
マ
許

に
よ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
奮
濁
逸
帝
同
銀
行
の
免
検
準
一
の
比
例
準
備
の
方
法
は
採
用
し
て
ゐ
な
い
、
百

備
制
度
は
、
数
回
改
正
を
試
み
ち
れ
た
結
巣
、
}
九
十
縮
的
制
限
法
に
於
て
醤
獅
逸
帝
国
銀
行
の
無
制
恥
脚
色
刷

O
九
年
以
後
に
於
て
は
次
の
却
方
法
に
よ
っ
て
行
は
一
額
が
五
億
五
千
臓
な
る
に
劃
L
日
本
銀
行
の
保
霊
備

れ

た

の

で

ゐ

る

。

一

埜

T
高
ま
一
億
二
千
高
田
正
な
っ
た
の
で
あ
る
o

第
一
、
銀
行
券
盛
行
に
は
必
宇
三
分
の
一
以
上
り
正
一
.
4
t
=
-

貨

準

備

を

必

要

ご

す

る

。

新

猫

逸

帝

国

銀

行

は

、

比

例

準

備

訟

を

採

用

せ

る

鮎

第
こ
、
五
億
五
千
麻
を
限
b
無
準
備
に
て
党
換
銀
行
仁
於

τは
、
嘗
獅
逸
帝
国
銀
行
ご
同
様
で
あ
る
o
新
銀

第
二
十
四
巻

四l

A 

第

韓

505-513 (Schonberg; Poli. Wagner; Der K陀 ditund das B~、nkwesen S 
tische OekonoInie [) 
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行
法
第
二
十
人
傑
は
銀
行
券
流
通
高
こ
脅
し
て
少
〈
正
上
げ
の
ニ
つ
の
保
件
の
下
に
例
外
的
場
合
の
存
在
を
認

も
四
O
M
の
準
備
一
績
を
要
求
し
て
ゐ
い
か
ら
二
一
分
の
め
ざ
め
る
の
で
め
る
o

而
し
て
奮
凋
逸
帝
園
銀
行
に
見

一
準
備
が
四
O
μ
準
備
通
覧
せ
よ
た
だ
り
で
、
依
一
山
山
川
端
崎
一
…
対
諮
問
唱
和
信
郡
部
れ

然
た
る
叫
ん
例
準
備
法
で
あ
る
。

J

~

一
行
一
♂
比
一
政
引
ふ
に
際
'
b
重
要
な
る
署
員
で
あ
る
。

然
し
、
奮
銀
行
法
に
於

τ三
分
の
一
準
備
が
聾
割
的
一
滴
逸

ω
こ
の
新
銀
行
法
の
規
定
す
る
所
に
よ
っ
て
直

の
も
の
な
り
し
に
針
[
、
新
銀
行
法
は
或
一
定
俊
一
件
の
一
に
思
ひ
出
す
の
は
・
一
九
一
三
年
の
米
闘
の
聯
邦
準
備

下
に
、
こ
の
原
則
に
劃
す
る
例
外
の
存
す
る
事
官
認
め
一
銀
行
雄
前
(
H
Z
司

as両
日
2
0
r
cで
ゐ
る
。
澗

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
新
銀
行
法
第
二
十
九
僚
に
弐
の
二
一
保
例
第
十
一
傑
C
に
は
突
の
規
定
を
見
る
の
で
め
る
叫

駄

が

規

定

せ

ら

れ

て

ゐ

る

。

一

第

一

、

司

包

耳

巳

同

日

2
2
2♀
n

に
は
原
則
正
し
て

第
一
、
四
O
M
'
の
準
備
額
に
足
ら

Y
る
金
額
に
謝
L
一
四
O
，
%
以
上
の
金
貨
準
備
を
必
要
ご
す
る
の

て
は
究
の
畿
行
税
を
帝
国
に
納
付
せ
ね
ば
な
一
で
ゐ
る
o

ら

ぬ

。

一

第

二

、

も

し

免

換

準

備

が

四

O

M

以

下

に

下

る

己

き

準
備
闘
が
三
七
%
l凹
O
M
な
る
と
き
H
H

、

年

三

同

一

立

、

そ

ω不
足
額
に
劃
し
て
次
の
累
進
税

準
備
甑
が
三
亙
出
l
=
一
七
回
な
る
と
き
は
、
年
五

μ

一

t

噛一冊顧百三=一

xu同

l
l
三
五
到
な
る
と
官
一
目
、
年
λ
d
p

一

(

岡

田

ι
E同

作
品

E
X
)

を
課
す

申
側
甑
が
一
=
=
D
A
M
P
以
下
な
る
と
告
は
、
年
凡
到
の
外
に
、
一
準
備
樹
が
三
ニ
ズ
封
乃
至
四
O
H
な
る
と
曹
は
年
一
回
且
下

準
備
闘
が
三
三
五
U
N

ょ
，
一
山
抑
止
下
る
毎
に
年
一
回
を
抑
ふ
一
内
積
額

第
二
、
準
備
額
が
四
O
M
刊
以
下
を
持
続
す
る
ピ
き
は
一
準
備
願
主
5
%
ま
昌
三
一
ヌ
再
な
る
と
き
は
年
一
戸
匹
以

割
引
歩
合
は
少
〈
ピ
も
年
五
弱
た
る
事
を
要
一
日
綿
顧
-
一
五
世
減
ず
る
骨
に
年
三
回
の
桔
簡
を
噌

す
、
而
し

τ俊
行
税
の
三
分
の
一
だ
付
一
見
に
一
す

割
引
歩
合
の
引
上
げ
を
行
ふ
ぺ
し
。
一
先
換
準
備
制
度
を
米
国

ω
聯
邦
準
備
銀
行
ピ
新
濁
逸

新
銀
行
法
第
二
十
八
僚
の
四
O
M
準
備
の
原
則
に
謝
帝
国
銀
行
正
に
就
い
て
比
較
す
る
に
・
四
O
M
W
準
備
の

し
、
第
二
十
九
僚
は
、
俊
行
税
納
付
ぷ
び
割
引
歩
合
引
原
則
金
採
刷
せ
る
勤
ピ
累
進
税

ω僚
件
を
附
し

τ例
外

第
三
貌

雑

録

樹
逸
帝
園
銀
行
の
鼓
券
制
度

1LA 

第
二
十
四
血
管

四

:iL 

四
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第

班

雑

錐

街
地
帝
国
銀
行
自
珪
持
制
度

のを備重決をぴは 困 ゐ準準進準採備の米券 遁の
論主制心定標つ畿定る伽備の備用市lで岡市j以 動 場
者脱皮で d準け行性 。 割 告fl1授 の し 皮 ゐ の 度 上 を合
が L 改あるごて税の夏合合行原 t~ をる聯を、 有企
あて正らかしゐを絶。にがが税則の因。 #¥1免簡回し認
る ゐ の 3 、てる準封。前可絡をを?で守獅準換車 τめ

が る 一 。 蓋 定 の 備 領。者動費設磁あし逸備準な ゐ τ
、の高案我しむで割には的的り立っそ帝銀備が るゐ

私橋吉岡此るあ令閥畿ののて Ltzの園行のら 。る
は是 し に 鮎 か る な 漣行ももゐ例・範銀の鮎、 貼
寧 清てはが、 oるせ税ののる外新国行売を新 ご
ろ氏保}武先又限越 し を な な の 的 jfjlJ内の換中奮 に
そ、設に換は外勤め保る bでの皮 l士 宮 準心雨 於
れ松準日準相俊性 τ諸 事 Lゐ場は於制令市古濁 τ 
が方備本備聖母行のゐ準がにる合一て度 ffiiJL逸 雨
先幸俊録制敷税相。る備ー調。に慮伸は度て帝 者
決次行行皮字を針。 の 後 つ し 前 は 四 縮 三 ピ越闘 は
問且[1高ののに、数 。 に 行 の 、 者 超O準分比ぺ銀 多
題氏の党l均よ絶字。、制相後に過 'yo備の段、行 分
ご其旋換題 b掛 に後 tz退者て額先法ーし夏の に
し他~Jt準のて額結者るでのは諜換を準 n に音量 共

止必闘行生米よ皮しに異皐米逸敗る常係に皮 あ逸する要て
ま要銀みれ闘 bな、宇に者図帝の獅の‘多は新るでるな準。
らが行縫lZの寄]る考げすのの周後逸縫濁〈、濁。もの b備。協
すもゐω券る聯 bもへ入る巳色銀に帝化逸の上逸 重でやi白IJO三
、ら新制大邦出の方れ我l二彩行聯同士帝品目越帝 要めの合。五

他う制度な準苫 fiにる閥承がの合銀示闘還の図 l でる前が翠
の。皮をる備tし、よ事に認可制同行しょを二銀 ゐ。提重ー
凡而に踏試銀た奮れは新しな度ののて b有魁行 h要保要
τL釣襲み行る湖ば之濁て h の強制ゐ濁し以ピ 、す件な
のてし(でω新逸・を逸ゐカ上制度る立、外欝 我るを b
方、てため新し帝新慌帝る強にのωoL更に湖 周に解ゃ
面此もるる制き闘濁ま図所〈は下改勿 1~ に会逸 に、決保
に事充日 C皮産銀逸ね銀で働切に正論る私塾帝 てこす説
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